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石狩市連合町内会連絡協議会（市連協）資料 
１．石狩市の概況（平成１６年２月末日現在） 

 ①人口 ５６，１８９人   ②世帯数 ２１，７６８世帯 

 ③単位町内会・自治会数 ８０町内会・自治会 

 
２．石狩市連合町内会連絡協議会（市連協）の概況 

① 設立年月日 昭和６０年８月３１日 

② 加入町内会・自治会数 ７８町内会・自治会（加入率９７．５％） 

③ 加入世帯数 １７，４７１世帯（加入率８０．２６％）上記世帯数との対比 

（平成８年当時調査時には、およそ７６０世帯が町内会に未加入であった。） 

④ 石狩市連合町内会連絡協議会（市連協）の組織 役員２０人（全員男性） 

 
                                      －５町内会 

 
                                      －３町内会 

  
                                      －５町内会 

 
                                      －12町内会 

 
                                      －１町内会 

 
                                      －８町内会 

 
                                      －７町内会 

 
                                      －22町内会 

 
                                      －15町内会 

 
                    市連協役員数        ２０名 ７８町内会 

 
３．石狩市連合町内会連絡協議会（市連協）の性格 

発足当時から団体名にあるとおり、この市連協は各連合町内会が実施している各種事業と同じ様

に事業を展開する必要はないとの共通認識のもと、連絡協議会として各地区の連合町内会との連絡

調整、共通問題の研究協議、調査研究等を主眼に推移している。 

 

石狩本町連合町内会     ２名 

石狩柏水連合町内会     ２名 

石狩ヤウスバ地区連合町内会 ２名 

花畔連合町内会       ２名 

緑苑台東地区町内会     １名 

生振連合町内会       ２名 

右岸地区連合町内会     ２名 

花川北連合町内会      ４名 

花川南連合町内会      ４名 

事務局長 副会長 会長 

監事 

事務局 

（２名）

（２名）



４．石狩市連合町内会連絡協議会事務局体制 

平成９年５月１日から専任事務職員１名配置（嘱託職員） 事務局は石狩市役所内 

 
５．市連協収支予算（平成１５年度） 

収  入  の  部 支  出  の  部 

負担金収入 ６４ 人 件 費 ２，１５６ 

市補助金収入 ３，７１７ 管 理 費 ５９１ 

委託料収入 ７ 事 業 費 ９４０ 

その他収入 ２１４ 助 成 金 ３１５ 

合    計 ４，００２ 合    計 ４，００２ 

 
６．市連協業務内容 

① 地区町内会振興事業助成金の交付（５月） 

   地区町内会振興事業の実施に関する要綱及び運用方針に基づき、町内会の活性化を図る一助と

して、平成１１年度から実施。 

   例）夏祭り・運動会・親と子のフェスティバル・ふるさと祭り・合同レクリェーション・弁天

まつり・防災運動会・スポーツ大会・納涼まつり・親睦夏季レクリェーション等の事業を

行う連合・単位町内会の申請に対し、助成を理事会で決定している。 

② 市長を囲む市政懇話会の開催（１月） 

   石狩市の政策方針等についての知識を深めるとともに、市連協としての課題等について、市長

をはじめ関係部課長と懇話会を開催し、相互理解を図る。 

③ 石狩市からの感謝状授与について（６月） 

   石狩市長からの感謝状授与 

・連合町内会の役員として通算１０年以上連合町内会の活動に貢献した者 

・連合町内会の役員として特に功労のあった者 

・特に功労のあった連合町内会 

 平成１５年度までの感謝状授与者総数 ６５名 

④ 各連合町内会長及び町内会長宛て文書発送の取り扱いについて 

   従前、市からの文書をはじめ各団体等から、連合町内会長及び各町内会長宛て文書（回覧文書

の配付依頼を含め）がそれぞれ頻繁に送られてきて、特に班長に大きな負担がかかっていた実態

を改善するため、平成１２年７月から原則月２回（１５日・２６日）の発送を市との協議で実施

している。 

⑤ 先進地視察研修の実施（１０月） 

   先進地区の諸活動や連合町内会との交流を深め、研鑚に努めている。 



⑥ 市連協だよりの発行（１０月・３月） 

   平成１２年度から発行。平成１４年度から年２回の発行をしている。 

⑦ ひとりの不幸も見逃さない住み良いまちづくり全道運動の取り組み（８月） 

   道町連が平成２年度から実施しているが、市連協は平成１０年７月１０日に加盟したため、平

成１０年度から取り組み。 

   助成額３万円（３年を経過すると再度申請可＝１１年度申請分は１５年度以降申請対象） 

⑧ 道町連共済制度への加入促進 

   誰もが安心して町内会活動に参加してもらうため加入促進に努めている。 

   ・１５年度：市連協役員２１名（９連合町内会）と２３町内会１，２９２名加入。加入は班長

以上の役職加入と個人加入。 

⑨ その他 

   町内回覧版の作成 ３年毎 平成１１年度・平成１４年度に作成。 

⑩ 会務の状況 

・ 理事会（役員会２０名） ４～６回程度 

・ 三役会議（会長・副会長・事務局長） ３～４回程度 

・ 事務局監査（事務局長） ６回程度 

・ 財務監査（監事２名） １回 

・ 総会（６月） 



















Ａ ① ②

（参考１） （参考２）

新市(石狩市)の算定方法による算出

　街路灯組合

１０８

　修繕費の60％

△　　９

　電気料の60％

現
石
狩
市
の
外
灯
区
分

街路灯

定義

管理者

設置数
　1,755本　312本

管理者
　市(建設部維持管理課)

設置数

　市(生活環境部市民生活課)
管理者

設置数

(単位：万円)

△１１３

新
市
の
算
定
方
法

維持費

　5,200本

　電気料、修繕費の60％とす
る。

算出内訳

修 繕 費

１０８

防犯灯

(①+②)

２２２
仮定の数値であり、実際の数値とは相当異
なる。
　現在管理している街路灯をそのまま新市における街路
灯と位置づけた場合の数値であり、実際は、参考２のと
おり３種類に区分し、街路灯とした部分を街路灯組合
（現自治会や連合会でも可）の管理とし、補助対象とす
ることから、数値は相当異なるものとなる。

厚 田 村
(360 本 )

　準幹線道路等に設置される
外灯

街灯

定義定義
　生活道路等、地域に密着し
た道路に設置された外灯

算出根拠

２２２

　歩道専用道や防風林に接し
防犯上必要と思われる箇所に
設置される外灯

(Ｂ-Ａ)

新市補助金
Ｈ 14 実 績
と の 比 較区 分

Ｈ14実績

補 助 金

Ｂ

浜 益 村
(420 本 )

３３５

１１７

街 路 灯 補 助 金 の 参 考 資 料

　１０４

　　８１

　１１８

　　２７

光 熱 水 費
補 助 金
算 定 基 準



Ａ ① ア イ ウ ③

（参考）

集 会 所 管 理 委 託 料 の 参 考 資 料

(単位：万円)

区 分

Ｈ14実績 新 市 ( 石 狩 市 ) の 算 定 方 法 に よ る 算 出

新市委託料
Ｈ 14 実 績
と の 比 較

( 参 考 )
Ｈ 14 実 績
使用料収入

委 託 料 光 熱 水 費
管 理 人 件 費

電 話 料
委 託 料
算 定 基 準管 理 人 費 清 掃 費 除 雪 費 計

(ア+イ+ウ)② (①+②+③) Ｂ (Ｂ-Ａ)

８４ ３２ ２３５ ２４ ５１８ ５１８ △２６ ３７

(2,399㎡)

浜 益 村
( ８ 施 設 )

１８７ 　　５０ ２８ ４６

厚 田 村
( ８ 施 設 )

５４４ 　２５９ １１９

１８０ △７ ３０

(1,317㎡)

３２ １０６ ２４ １８０

「△(マイナス)」の部分
は、使用料収入で補われ
る。
　収支の結果は、厚田村で「11万
円」、浜益村で「23万円」となる。

新
市
の
算
定
方
法

光熱水費 管理人費 清掃費 除雪費 電話料

算出根拠 算出根拠 算出根拠 算出根拠 算出根拠
　過去4ヶ年の光熱水費の平均
50％とする。

　過去４ヶ年の利用件数の平
均に応じて管理人費を算出す
る

　各会館の床面積に応じて、
算出する。

　各会館一律とする。 　基本料金の年額とす
る。

算出内訳 算出内訳 算出内訳 算出内訳 算出内訳
　一律29,700円

　燃料費の50％ 　100～299件＝210,000円
　電気料の50％ 　1～99件　 ＝ 35,000円 　350円×延床面積(㎡) 　一律40,000円

　360～699件＝350,000円
　水道料の50％ 　300～359件＝252,000円

　700件～　 ＝420,000円


